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１．今後の日本における薬剤師の薬物治療への関わり方について 

 今回の研修では、実際に薬剤師が活躍している場面を見学することは叶わなかったものの

実際に薬剤師が活躍している薬局や病院、外来診療など多岐にわたる場所を見学できた。 

私は、学部生時代に薬局および病院における実務実習後の約 8か月間、藤田医科大学病院

の精神科外来にてアドバンスト研修を行った。研修では、持効性注射剤（リスペリドン・パ

リペリドン・アリピプラゾール）や治療抵抗性統合失調症に唯一有効とされるクロザピンが

投与されている患者を対象に、有効性および安全性のモニタリングや医師への処方提案、患

者の服薬支援を実施してきた。本レポートでは、日本における実務実習およびアドバンスト

研修で経験してきたことを踏まえ、薬剤師の薬物治療への関わり方を考察したい。 

アメリカの薬局では、薬剤師が医師の処方により持効性注射剤の投与を行っていた。日本

における持効性注射剤の投与は、医師の指示のもとで看護師が行っており、薬剤師が患者に

注射剤を投与することは認められていないことから日米における大きな違いだと認識した。

なお、（実習中の）薬学生については持効性注射剤などの薬剤の投与はできないが、新型コ

ロナウイルス感染症の流行を踏まえてワクチンの接種は薬学生でも実際に行っていた。 

また、アメリカの薬局内にはカウンセリングルームがあり、血糖などの臨床検査の測定を

行ったり患者の相談に応えたりしていることが印象深く、日本の薬局や薬剤師も全国的に取

り入れるべきと考える。 

 さらに、薬局とは別の建物に患者教育のための施設があり、主に糖尿病患者を対象に 3週

にわたって糖尿病やその治療、食事について患者に教育をしており、患者の実生活に即して

指導していることが印象的であった。 

 現在、アメリカではオピオイドの過剰摂取が社会的な問題となっており、今年 4月ごろか

らオピオイドによる中毒を防ぐためにナロキソン鼻噴霧剤（商品名：ナルカン）が発売され

ている。薬局における薬剤師はオピオイドの過剰摂取に対して高い問題意識をもっており、

オピオイドの過剰摂取を防ぐための策を講じていきたいと述べていた。アメリカの薬剤師は、

日々のニュースにもアンテナを高く張り、自身の患者における薬物治療だけでなく薬学分野

における社会問題にも積極的に向き合っていることから、日本の薬剤師も目の前の患者だけ



に捉われるのではなく、「薬物治療」について広い視野をもつ必要があると考える。 

アメリカの病院については、病院で活躍する薬剤師についての講義を受講し、慢性期の患

者を対象とする病院を見学した。 

アメリカの病院における薬剤師は、患者のおかれた状況に応じて縦割りで患者の薬物治療

に関わっており、連携もしっかりとなされていると講義を受けた。例えば、救急治療を必要

として入院した患者においては、① emergency room pharmacist（救急治療室の薬剤師）が

患者の持参薬を確認し、相互作用や重複などを確認する。また、必要があれば家族や地元の

薬局に問い合わせて包括的に服用薬の情報を収集する。② staff pharmacist（中央業務を

行う薬剤師）が医師からの処方および調剤された薬剤を監査する。③ clinical pharmacist

（臨床薬剤師）が患者の病室を訪れ、薬剤の効果や副作用、服薬の重要性について説明し、

患者からの質問に答える。④ clinical pharmacistが薬剤の有効性や安全性をモニタリン

グし、医師に処方提案や情報提供を行う。⑤ clinical pharmacistが退院前に患者の病室

を訪れ、服薬についてのカウンセリングを行う。⑥ transitions of care pharmacist（ケ

ア移行薬剤師）が退院後の薬を手渡し、退院後の診療へつなげる。 

以上のように、アメリカの病院における薬剤師の業務を挙げてきたが、講義で学ぶ限りで

日米での大きな違いはなかった。しかし、アメリカにおいても薬剤師が各々のおかれた領域

で専門性を生かして患者の薬物治療に関わっていることがわかった。また、日本では「薬薬

連携」により薬局薬剤師と病院薬剤師が連携することが可能となってきているが、アメリカ

でも薬薬連携が行われている例はあるものの数は多くないことから、「薬薬連携」は日本に

おける強みであると考えられ、更なる発展を期待したい。 

病院の見学においては、アメリカの病院が日本と大きく異なっていることがわかり、驚く

ことが多かった。見学の中で最も興味深かったのは、慢性期の患者が退院後速やかに日常生

活に適応できるよう、風呂場やトイレ、スーパーマーケット、ガソリンスタンドなど様々な

日常生活場面を模倣したユニットが存在し、患者の社会生活への適応のための工夫がなされ

ていたことであった。さらに、音楽療法として医療者がギターを弾きながら歩き、患者の歩

行を支援する場面を見学できた。 

また、薬学生によるオピオイド投与に関する処方監査を見学した。処方監査では、NRS

（Numerical Rating Scale）に基づいた患者の痛みの程度に即した薬剤の用量設定やオピオ

イドの解毒薬（ナロキソン）が処方されているかの確認、患者の腎機能の確認など多くの監

査を薬学生自身が行っており、パソコンで薬学生と教員、薬剤師がチェックできるようなシ



ステムが構築されていた。病院内における電子化・オートメーション化にも優れており、医

師への疑義照会や処方提案を、手持ちのスマートフォンからいつでも、どこでも行えるシス

テムが構築されていた。日本では、2023 年 4 月より電子処方箋が開始されているが、医師

への疑義照会や処方提案、監査に電子媒体を用いていることは稀であり、日本がアメリカよ

りも遥かに遅れているように思われ、今後の日本における課題だと感じた。 

アメリカの外来診療においては、薬剤師が患者との面談や PT-INR（Prothrombin Time-

International Normalized Ratio：プロトロンビン時間-国際標準比）などの簡単な臨床検

査をもとに処方オーダーができることが印象的であった。先述の通り、私はアドバンスト研

修の中で藤田医科大学病院の精神科外来において医師の診察後に患者の薬剤師面談を行っ

てきたが、いかなる場合においても薬剤師が処方オーダーを行うことは決して許されない。

また、アドバンスト研修中にクロザピンが処方されている患者の面談を担当したことがあっ

たが、クロザピンは継続的な処方を行うに当たって臨床検査値（白血球数および好中球数）

に厳格な基準が設定されており、外来において幾度と医師に臨床検査オーダーを依頼した経

験から煩わしさを感じていた。アメリカでは、薬剤師が外来患者の面談を通じて必要と考え

られる臨床検査のオーダーを行っており、日本よりも薬剤師が効率的かつ包括的に薬物治療

に関わっていると感じた。 

日本の外来診療においては、がん薬物療法における薬剤師外来などが行われているが、そ

の他の分野で薬剤師が活躍している場面を見掛けることは稀であり、日本の外来診療で薬剤

師が積極的に活躍することで患者にとってより良い薬物治療への貢献ができると考える。 

私が本研修で最も印象深かったのが、精神科専門薬剤師の資格を持っている Cates先生に

よる症例検討であった。この症例検討では、精神科で実習を行っている薬学生を対象に担当

患者の抽出事項をもとに学生と教員の間で担当患者の薬物治療における問題点を考え、どの

ように薬物治療を行っていけばよいか議論していた。症例検討に参加した薬学生は、自身の

患者における薬物治療に対して責任感が強く、積極的かつ活発に教員と議論をしていた。日

本においては、実習に向かっている薬学生が自身の担当患者の薬物治療について大学の教員

と議論する機会はなく、現場の薬剤師にほぼ依存するような体制を取っている。アメリカ（サ

ンフォード大学）では、後世を育むための講義、演習、実習が包括的に提供されており、日

本（名城大学）も「薬剤師の薬物治療への関わり方」の 1つとして薬剤師である教員が実践

していく必要があると考える。 

薬学教育においても日本が見習うべき点が多く、サンフォード大学ではシミュレーション



ユニットが非常に充実していた。サンフォード大学でシミュレーションユニットを担当して

いる先生からは、臨床現場に出てから薬剤師として即戦力となるようにシミュレーションを

何度も行っていると説明を受けた。日本の薬学教育では、シミュレーションを行うことは稀

であると思われるが、以後で述べる今後の日本における薬剤師の職能の向上・拡大に向け、

シミュレーションを充実させることが必要と考える。 

 

２．今後の日本における薬剤師の職能の向上・拡大について 

今後の日本における薬剤師の職能の向上・拡大のために、1番必要であるのは外来診療の

充実が必要と考える。先述のように、がん薬物療法以外の分野で薬剤師が外来で活躍してい

る場面を見掛けることは稀であり、外来診療にこそ薬剤師が実践可能で果たすべき役割が多

いと思われる。 

藤田医科大学病院の精神科外来におけるアドバンスト研修の経験をもとに考えると、薬剤

師による患者の面談をもとに薬剤師として行えることは、医師への処方提案・情報提供およ

び患者に対する服薬支援・生活指導、副作用モニタリングに限られ、処方や臨床検査のオー

ダーや注射剤投与などは許されていない。一方、アメリカの薬剤師ではこれらすべてが実施

可能であり、患者の薬物治療を包括的に実践できる。 

私が本研修における外来診療における講義で最も驚いたのは、Post Graduate Year（PGY）

プログラムの修了によって与えられる「レジデント」の資格よりも上級に当たる Clinical 

Pharmacist Practitioner（CPP）の資格の存在であった。CPPでは、診断以外の外来診療に

おける様々な業務を担っており、有効的かつ安全な薬物療法の実践を行うばかりでなく、薬

物治療のモニタリングにおいて必要と考えられる臨床検査のオーダー、薬剤や医療機器など

の処方、エビデンスにもとづく点滴療法（IV 療法）から経口療法（PO 療法）への変更、薬

剤師が責任を負う治療や医療行為に関するインフォームドコンセントの取得と文書化、ワク

チン接種と接種証明の発行、他職種（ソーシャルワーカーや栄養士など）への業務指示、薬

剤師を必要とする医療チームにおけるプロトコール作成への参加、電話トリアージプログラ

ムの実施と医薬品供給、（医師の承認のもとで）医療者への指示の変更など多くの業務を行

っている。また、抗凝固薬（ワルファリン）の臨床マネージャーとしての役割を担っており、

適正な投与量にもとづく処方もできる。以上のように、多種多様な業務を行うことが可能で

あり、レジデント制度を含めて薬剤師の資格制度が確立され、臨床現場における薬剤師の存

在感と立場を作り上げていると思われる。 



また、アメリカの薬局においては、先述のように医

師の処方にもとづく調剤のみならず、右図に示す資材

を用いて、主に糖尿病患者を対象として実生活に即し

た患者教育が行われていた。 

日本の薬局では、ここまで患者指導に注力している

ことは稀だと思われ、今後の日本における薬剤師の職能を向上・拡大を目指すためにも必要

な観点と思われる。 

以上を踏まえ、今後の日本における薬剤師の職能の向上・拡大に向け、日本の薬剤師が取

るべき態度を考察したい。 

初めに、現在の薬剤師ができることに対して責任感と積極性をもち、患者と医療者、双方

からの信頼を得ることが重要と考える。たとえ職能を拡大させようと薬剤師が懸命に行動し

たとしても患者と他の医療職種からの信頼が得られないと薬剤師として最大限の職能を発

揮できないからである。 

また、薬剤師が医師への処方提案やプロトコール作成などに積極的に関わることが必要と

考える。医師への処方提案を積極的に行うことで、医師からの信頼を得ることができ、結果

的に処方や臨床検査のオーダーに関する権限を獲得することにつながる。また、プロトコー

ル作成に積極的に関わることは、医療者との連携を図ることになり、ひいては薬剤師として

の立場を確立していくことにもつながると思われる。 

さらに、医師の処方意図を学び、医師の考え方を知ろうとする姿勢が必要だと考える。薬

剤師が処方を行うことは非常に難しいことだと思われるが、まずは医師が診療でどのような

ことを考え、どのような判断を下して処方を行っているのかを理解することが重要である。

これに関しては、藤田医科大学病院の精神科外来におけるアドバンスト研修でも医師の診察

に同席し、医師から処方意図を教えていただく機会があり、アドバンストコースの学生はす

でに実践できていると考えられる。薬剤師が医師の診察に同席して医師の処方意図を聞くこ

とや入院病棟を医師と一緒にラウンドすることで診察や処方の考え方を学ぶ機会を増やす

ことが今後の日本における薬剤師の職能を拡大させるうえで重要である。 

AI時代にある現在で、薬剤師の職能が AIによって取って代わられるのではないかと危惧

されている。薬剤師の職能に関する報告（伊原、2022）によれば、薬剤師は「定型業務が多

く、医師の判断に基づいて，指示通りに薬を調合する側面が強いため」代替されやすい仕事

に入っていることが明らかになっている。また、「錠剤数の計測はロボットの方が正確であ

図．患者指導に用いていた資材 



ることを考え併せると、pill counter のような定型業務だけをやり続けるならば、薬剤師

の仕事は無くなってしまう可能性が高い」とも述べられている。私が本研修でアメリカの薬

局や病院に勤務する薬剤師や実習を行っている薬学生たちに「薬剤師の職能が AI に取って

代わられるかもしれない。将来、薬剤師はどんなことができるだろうか。」という難しい質

問をぶつけてみたところ、アメリカの薬剤師や薬学生は皆、「患者と顔を合わせること（Face 

to Face）で分かることを大切にし、AIに取って代わられない「ヒト」としての強みを確実

なものとすることではないだろうか。」と答えていただいた。「ヒト」としての薬剤師として

できることは、患者とのコミュニケーションを大切にし、コミュニケーションの内容だけで

なく、コミュニケーションを通してわかる患者の感情やしぐさ、様子などを踏まえながら患

者個々に合わせた説明や指導を行っていくことだと考えられ、薬剤師の医療現場におけるコ

ミュニケーション能力を高めていくことも必要である。 

最後に、「将来の薬剤師」に当たる薬学生においては、以上のことを踏まえて学部生の間

に「物事を意識して見る」こと、「疑問点はためらわず聞く」こと、「何事にも恐れずまずは

挑戦してみる」こと、「視野を広げようという意識をもつ」ことを実践する必要があると考

える。何か新しく知る物事に対して、好奇心をもって見て、そのうえで抱いた疑問点をため

らわずに聞いて解決することが重要である。また、私は自身の英語力を理由に本研修に参加

しようか否か悩んだことがあったが、実際に参加することで多くのことを学べたという経験

から「まずは挑戦してみる」という姿勢が必要であり、「視野を広げようとする気持ち」も

重要であると感じた。「視野を広げようとする気持ち」は、問題点を明らかにして薬剤師と

して介入できる部分を探ることになり、最終的には職能を拡大させることにつながると考え

られるため、ぜひ薬学生にも学部生の時から実践してほしいと感じている。 

以上 4つに共通することは「積極性」であり、日本の薬学生においてもアメリカの薬剤師

や薬学生に見られた「積極性」をもって薬物治療へ関わり、職能の向上・拡大に向けて取り

組んでほしいと感じる。また、私自身も大学院生として今後の日本の薬剤師の在り方を考え

る立場にあり、薬剤師がさらに活躍できるよう研究や臨床、薬学教育など、どんな場面にお

いても「積極性」を忘れずに取り組んでいきたいと考えている。 


